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大和市条例第１３号 

 大和市下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２６日 

                          大和市長 大 木  哲   

 

大和市条例第１３号 

大和市下水道事業の設置等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）

及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「政令」という。）の規

定に基づき、本市の下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。 

（下水道事業の設置） 

第２条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保

全に資するため、大和市下水道事業（以下「下水道事業」という。）を設置する。 

（法の財務規定等の適用） 

第３条 法第２条第３項及び政令第１条第２項の規定に基づき、法第２条第２項に規定

する財務規定等を下水道事業に適用する。 

（経営の基本） 

第４条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよ

うに運営されなければならない。 

２ 下水道事業の区域、計画人口及び計画汚水量は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第４条第１項の規定により定めた事業計画によるものとする。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に

供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法によ

る譲渡にあっては、その適正な見積価額）が２０，０００，０００円以上の不動産若し

くは動産の買入れ若しくは譲渡（不動産の信託の場合を除き、土地については、その面

積が１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の

受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

（会計事務の処理） 
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第６条 法第３４条の２ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務の

うち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。 

(1) 公金の収納及び支払に関する事務 

(2) 公金の保管に関する事務 

(3) 支出負担行為に関する確認の事務 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 下水道事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定により条例で定めるものは、

次に掲げるものとする。 

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又は目的物の価額が５００，０００円

以上のもの 

(2) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が

５００，０００円（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７２条第１項の交通

事故で自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）第１３条第１項の保険金額

の支払を受けられるものは、自動車損害賠償保障法施行令（昭和３０年政令第２８６

号）第２条に規定する保険金額）を超えるもの 

 （業務状況説明書類の作成） 

第８条 市長は、下水道事業に関し、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類（法第４０条の２第１項の書類をいう。以下「業務状況説明書類」と

いう。）については１１月３０日までに、１０月１日から翌年３月３１日までの業務状

況説明書類については翌年５月３１日までに作成しなければならない。 

２ 業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、１１月３０日までに作

成する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、翌年５月３１日まで

に作成する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業

の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

(1) 事業の概要 

(2) 経理の状況 

(3) 前２号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするために市長が

必要と認める事項 
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３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに業務状況説明書

類を作成することができなかった場合においては、市長は、速やかにこれを作成し

なければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （大和市水路に関する条例の廃止） 

２ 大和市水路に関する条例（昭和４３年大和市条例第３５号）は、廃止する。 

 （大和市水路に関する条例の廃止に伴う経過措置） 

３ 施行日前に前項の規定による廃止前の大和市水路に関する条例第５条第１項の規定

により許可を受けている行為については、なお従前の例による。 

 （大和市基金条例の一部改正） 

４ 大和市基金条例（平成１９年大和市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「基金を」の次に「、それぞれ」を加え、同条第１５号を削る。 

第２条中「について」を「の区分に応じ、」に、「ところによる」を「とおりとする」

に改め、同条第７号を削る。 

第３条第２項中「第１条第１号から第１４号まで」を「第１条各号」に改める。 

第４条中第６項を削り、第７項を第６項とする。 

第５条中「第１条第１号から第１４号まで」を「第１条各号」に改める。 

 （大和市下水道条例の一部改正） 

５ 大和市下水道条例（平成６年大和市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「―第４条」を「・第４条」に、「第３２条」を「第３９条」に、「第３３条―

第３５条」を「第４０条―第４２条」に改める。 

 第１１条第３項中「変更した場合」を「変更し、」に、「休止」を「休止し、」に改める。 

第１６条第５項中「開始」を「開始し、」に、「又は」を「、又は」に、「休止」を「休

止し、」に改める。 

 第２７条第１項中「排水施設に」を「排水施設（以下「排水施設等」という。）に」

に、「公共下水道の敷地若しくは排水施設を」を「排水施設等を」に改め、同条第２項

中「前項の」を削る。 

 第２８条を次のように改める。 



- 19 - 

 

（占用期間） 

第２８条 前条第１項の規定により占用の許可を受ける期間（以下「占用期間」とい

う。）は、１年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、３年

以内とすることができる。 

第３５条を第４２条とし、第３４条を第４１条とする。 

第３３条第８号中「第２９条第２項」を「第３６条第２項」に改め、同条を第４０条    

とする。 

第５章中第３２条を第３９条とし、第３１条を第３８条とし、第３０条を第３７条と

する。 

第２９条第１項中「第２７条第１項の許可を受けた者」を「占用者」に、「許可を受け

た期間」を「占用期間」に改め、同条第２項中「第２７条第１項の許可を受けた者」を

「占用者」に改め、同条を第３６条とし、第２８条の次に次の７条を加える。 

（占用料の納付） 

 第２９条 第２７条第１項の規定により占用の許可を受けた者（以下「占用者」とい

う。）は、占用料を納付しなければならない。 

 ２ 占用料の額は、大和市道路占用料徴収条例（昭和２８年大和町条例第３号。以下

「占用料条例」という。）第２条に規定する占用料の額とする。 

（占用料の返還） 

第３０条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が占用期間内に第３５条第２項 

 の規定により占用者に対し排水施設等の部分を定めてその占用を禁止し、若しくは占 

 用に制限を加えたとき、又は占用者が天災その他特別の事情により排水施設等を占用 

できなくなったときは、その一部又は全部を返還することができる。 

（占用料の減免） 

第３１条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、 

又は免除することができる。 

(1) 国、他の地方公共団体又は地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規 

定する公営企業が公共の用に供する目的で占用するとき。 

(2) 鉄道の事業のために占用するとき。 

(3) 水道、ガス等を建築物に引き込むための導管を設けるために占用するとき。 

(4) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動のために使用する立札、  
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看板その他の物件を設けるために占用するとき。 

(5) 街灯、防犯灯等を設けるために占用するとき。 

(6) 居住の用に供する建築物の敷地が、排水施設等を占用しなければ当該居住の用に 

供する建築物の敷地から道路への出入りができない場合であって、当該道路に出入 

りするための通路等を設置するとき。 

(7) 農業生産の用に供するための通路等を設置するとき。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

  （準用） 

第３２条 占用料条例第３条及び第６条の規定は、排水施設等の占用料の徴収等につ

いて準用する。 

（占用者の義務） 

第３３条 占用者は、占用期間中、当該許可に係る排水施設等を保護し、占用によって 

 生じた危害に対する責任を負い、及び占用によって生じようとする危害を防止しな 

ければならない。 

（権利譲渡の禁止） 

第３４条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。 

（許可の取消し及び変更） 

第３５条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用者に対し 

  占用の許可を取り消し、その行為を中止させ、必要な措置を指示し、又は排水施設等 

を原状に回復することを命ずることができる。 

(1) この条例の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

２ 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用者に対し排水施

設等の部分を定めてその占用を禁止し、又は占用に制限を加えることができる。この

場合において、市長は、その旨を占用者に通知しなければならない。 

(1) 排水施設等に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。 

(2) 排水施設等の保全又は管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(3) 前２号に掲げるほか、やむを得ない必要が生じたとき。 

 （大和市下水道条例の改正に伴う経過措置） 
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６ 施行日前に前項の規定による改正前の大和市下水道条例第２７条の規定により占用

の許可を受けている行為については、同項の規定による改正後の大和市下水道条例第

２８条の規定は適用しない。 

 （大和市法定外公共物管理条例の一部改正） 

７ 大和市法定外公共物管理条例（平成１５年大和市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２号中「、下水道法」を「及び下水道法」に改め、「及び大和市水路に関す

る条例（昭和４３年大和市条例第３５号）第２条第１項に規定する水路」を削る。 

 


